
告 示

�愛媛県告示第６３４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

平成３０年６月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第６３５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成３０年６月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第６３６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５１条第１項の規定により、

次のとおり指定医療機関の辞退があった。

平成３０年６月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

西 川 歯 科 ク リ ニ ッ ク 四国中央市金生町下分１２
５３番地 平成３０年４月１日

あさの歯科高山診療所 西予市明浜町高山甲３６５６
番地 平成３０年４月２日

上島町魚島国民健康保険診
療所

越智郡上島町魚島一番耕
地１２４番地３ 平成３０年５月１日

オ レ ン ジ 薬 局 新居浜市中村松木一丁目
７番７号 平成３０年６月１日

ひ ま わ り 薬 局 新居浜市中村松木一丁目
１２番５号 平成３０年６月１日

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日

医療法人さいじょう会星加
医院 西条市大師町１８２番地 平成２８年６月３０日

西 川 歯 科 ク リ ニ ッ ク 四国中央市金生町下分１２
５３番地 平成３０年３月３１日

フロンティア薬局大洲中央
店 大洲市田口甲８７番地１ 平成３０年４月３０日

オ レ ン ジ 薬 局 新居浜市中村松木一丁目
７番７号 平成３０年５月３１日

ひ ま わ り 薬 局 新居浜市中村松木一丁目
１２番５号 平成３０年５月３１日

医療機関の名称 医療機関の所在地 辞退年月日

村 上 歯 科 医 院 越智郡上島町生名１２７６ 平成３０年４月３０日

さ か 歯 科 医 院 西条市三津屋南８－７ 平成３０年５月４日

毎週（火・金）曜日発行 第２９８６号 平成３０年６月２２日

平成３０年６月２２日金曜日 第２９８６号

愛 媛 県 報

５０４
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�愛媛県告示第６３８号
愛媛県薬物の濫用の防止に関する条例（平成２６年愛媛県条例第５３

号）第１１条第１項の規定に基づき、次の薬物を知事指定薬物として

指定する。

平成３０年６月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 薬物の名称

� ２－メトキシ－Ｎ－フェニル－Ｎ－［１－（２－フェニルエ

チル）ピペリジン－４－イル］アセタミド及びその塩類

� ２－（｛［２－（４－ヨード－２，５－ジメトキシフェニル）

エチル］アミノ｝メチル）フェノール及びその塩類

� 前各号に掲げる物を含有する物

２ 指定の理由

条例第２条第７号の薬物のうち、県の区域内において濫用され

るおそれがあると認めるため。

３ 効力発生の日

平成３０年６月２３日

�������
�愛媛県告示第６４０号
国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第６条の３第２項に規定す

る平成３０年度の事業計画を、平成３０年６月８日次のとおり定めた。

平成３０年６月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６３７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業を行う事業所

の所在地が次のように変更された。

平成３０年６月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６３９号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部今治支局商工観光室並びに今治市役所において告示の日

から４月間縦覧に供する。

平成３０年６月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

イオンモール今治新都市 今治市にぎわい広場
１番１ 外

大規模小売店舗において小売
業を行う者

イオンリテール株式
会社ほか５８者

イオンリテール株式
会社ほか５８者

平成３０年
５月６日
ほか

平成３０年
６月４日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部今治支

局商工観光室並びに今治市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社サン・ファミリア 四国中央市下柏町６６１番地１ 訪問介護事業所サン・ファミ
リア

（変更後）
四国中央市下柏町１０８７番地１

平成３０年５月１日
（変更前）
四国中央市下柏町６６１番地１

調査を行う
者 の 名 称 調 査 地 域 調 査 期 間 摘 要

衣干町、北鳥生
町、土橋町、横田
町の一部

平成３１年３月２０日まで 地籍調査

広紹寺町の一部 〃 〃

愛 媛 県 報平成３０年６月２２日 第２９８６号

５０５
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�愛媛県告示第６４１号
保安林の指定施業要件の変更予定（平成３０年４月２７日愛媛県告示

第４５８号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の

内容を宇和島市役所の掲示場に掲示するとともに、次のとおりその

要旨を告示する。

平成３０年６月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び不分明

又は所在が不分明である通知の相手方

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

宇和島市津島町高田甲４４
８の２、丁１７の１、丁２７

北宇和郡津島町大字高田甲１２
３８番地
河 野 駿 市

森林所有者

宇和島市津島町高田甲４５
２の３、丁１２

北宇和郡津島町大字高田甲４６
５番地
岩 藤 �美子

森林所有者

宇和島市津島町高田甲４５
３の２、丁６の１、丁１０

北宇和郡津島町大字高田甲４５
８番地１
三 好 霊 月

森林所有者

宇和島市津島町高田甲４９
９、甲４５１の３

北宇和郡高近村大字高田２３１
番戸
岩 藤 新太郎

森林所有者

宇和島市津島町高田丁５
の１

北宇和郡津島町大字高田甲５３
５番地
岩 藤 トミ子

抵当権者

宇和島市津島町高田丁２６、
丁３０

北宇和郡津島町大字高田甲１２
３８番地
藤 堂 長 美

森林所有者

宇和島市津島町高田丁２８
北宇和郡高近村大字高田甲４８
８番地１
岩 藤 春 木

森林所有者

宇和島市津島町岩松甲１０
２６

北宇和郡岩松村１０５５番地１

泉 栄 吉
森林所有者

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

変更しない。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹

種は、次のとおりとする。

２� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び不分明

又は所在が不分明である通知の相手方

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

宇和島市津島町山財２１０２
松山市土居田町７２０番地

濱 田 音二郎
森林所有者

宇和島市津島町山財３９３９、
３９４０、３９７７、３９７８、３９８１

北宇和郡津島町大字山財上組
１０５４番地
大 原 新一郎

森林所有者

宇和島市津島町山財４６０３、
４６０７

宇和島市川内甲２１５９番地１０

兵 藤 登
森林所有者

� 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

変更しない。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹

種は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び西条

市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第６４２号
保安林の指定施業要件の変更（平成３０年４月２７日愛媛県告示第４５

９号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の内容

を西条市役所の掲示場に掲示するとともに、次のとおりその要旨を

告示する。

平成３０年６月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び不分明又は所

在が不分明である通知の相手方

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

西条市小松町石鎚字大成
１１５５

周桑郡千足山村甲８３番地

高 橋 謙四郎
森林所有者

〃
周桑郡小松町大字新屋敷甲６１
５番地８
伊 藤 龍 次

〃

〃
周桑郡小松町大字新屋敷甲６１
５番地８
伊 藤 裕 子

〃

〃
周桑郡小松町大字新屋敷甲６１
５番地８
伊 藤 眞里子

〃

２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

変更しない。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び西条

市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第６４３号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第１項の規定により、一

級河川肱川水系小田川に係る洪水浸水想定区域を指定し、当該区域、

浸水した場合に想定される水深及び浸水の継続時間並びに水防法施

行規則（平成１２年建設省令第４４号）第２条第４号に規定する計画降

雨により当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域及び浸水

した場合に想定される水深を定めたので、同法第１４条第３項及び同

省令第３条第１項の規定により、告示する。

石橋町、土橋町の
一部 〃 〃

今 治 市

広紹寺町、石橋
町、立花町、郷本
町、郷六カ内町、
郷新屋敷町、土橋
町、北鳥生町の一
部

〃 〃

立花町、郷本町、
郷六カ内町、郷新
屋敷町、北鳥生町
の一部

〃 〃

立花町、河南町、
郷本町、郷六ヶ内
町、郷新屋敷町、
八町西の一部

平成３１年３月３１日まで 概況調査

愛 媛 県 報平成３０年６月２２日 第２９８６号
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公 告

その関係図面は、愛媛県庁及び南予地方局大洲土木事務所に備え

置いて閲覧に供する。

平成３０年６月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第６４７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

大�保山土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨
の届出があった。

平成３０年６月２２日

愛媛県南予地方局長 佐 伯 登志男

就 任

退 任

�公 告

公文書の公開の実施状況

平成２９年度の公開請求等に対する公文書の公開の実施状況の概要

を次のとおり公表する。

平成３０年６月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 公文書の公開の請求等及び処理の状況

（単位：件）

区 分
請求等の
件 数

処 理 の 状 況
取 下 げ

公 開 部分公開 非 公 開

公開請求 ２，１２６ １，２７１ ６０４ ２０５ ４６

公開申請 １ ０ １ ０ ０

計 ２，１２７ １，２７１ ６０５ ２０５ ４６

�愛媛県告示第６４４号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成３０年６月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６４５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年６月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６４６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年６月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２７）第１００６０号 平成２８年
１月２３日 石井組 石井 国清 西条市小松町南川甲４０６

－１
平成３０年
５月１５日

土木工事業
とび・土工工事業 建設業の廃止

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 小田河辺大洲線
大洲市肱川町山鳥坂２２１５番から

同町山鳥坂２２１３番１まで

旧 ４．３～６．４ ０．０３１

新 １４．２～２１．０ ０．０３１

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 小田河辺大洲線
大洲市肱川町山鳥坂２２１５番から

同町山鳥坂２２１３番１まで
平成３０年６月２２日

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 中 川 治 雄 南宇和郡愛南町城辺甲２１６３番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 藤 田 吉次郎 南宇和郡愛南町城辺甲２１２１番地
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注１ 公開請求とは、愛媛県情報公開条例（平成１０年愛媛県条例第２７号。
以下「条例」という。）に基づく公開請求をいう。

２ 公開申請とは、条例附則第３項ただし書の規定によりなおその効
力を有するものとされている愛媛県情報公開要綱（平成５年１０月愛媛
県・愛媛県公営企業管理局・愛媛県教育委員会・愛媛県選挙管理委
員会・愛媛県人事委員会・愛媛県監査委員・愛媛県地方労働委員会・
愛媛県収用委員会・愛媛海区漁業調整委員会・愛媛県内水面漁場管
理委員会告示第１２５５号。以下「要綱」という。）に基づく公開申請
（要綱第２条第１項に規定する実施機関の職員が職務上作成し、又
は取得した文書、図画及び写真であって、同条第２項に規定する決
裁等が終了したもののうち、公立大学法人愛媛県立医療技術大学に
引き継がれたものに係る公開申請を含む。）をいう。

２ 公文書の公開の請求等の実施機関別内訳

（単位：件）

実 施 機 関 公開請求件数 公開申請件数

総 務 部 ４０ ０

企 画 振 興 部 ８５ ０

知 県 民 環 境 部 ６２ ０

保 健 福 祉 部 ２５９ ０

経 済 労 働 部 ３８ ０

農 林 水 産 部 ２０９ ０

土 木 部 １，０２３ １

事 え ひ め 国 体 推 進 局 １ ０

出 納 局 １ ０

小 計 １，７１８ １

議 会 １３

公 営 企 業 管 理 者 ３４ ０

教 育 委 員 会 ７９ ０

選 挙 管 理 委 員 会 １３ ０

人 事 委 員 会 １ ０

監 査 委 員 ０ ０

公 安 委 員 会 ０

警 察 本 部 長 ２６７

労 働 委 員 会 １ ０

収 用 委 員 会 ０ ０

海 区 漁 業 調 整 委 員 会 ０ ０

内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 ０ ０

公立大学法人愛媛県立医療技術大学 ０ ０

愛 媛 県 住 宅 供 給 公 社 ０

愛 媛 県 土 地 開 発 公 社 ０

合 計 ２，１２６ １

３ 公文書の公開の請求等の主な内容

（単位：件）
請 求 等 の 主 な 内 容 公開請求件数 公開申請件数

工事設計書 ７９３ ０

懲戒処分等の職員の処分関係 ２１７ ０

建築工事再資源化等届出書 １８７ ０

名簿関係 １８５ ０

公益法人等の決算書類 １２８ ０

４ 公文書公開請求者等別の内訳

（単位：件）
公 開 請 求 者 等 の 区 分 公開請求件数 公開申請件数

県内に住所を有する者又は事務所若しく
は事業所を有する個人及び法人その他団
体

１，３４０ １

その他のもの ７８６ ０

５ 不服申立て等の状況

� 不服申立て

（単位：件）
不服申立て件数 処 理 の 状 況

平 成
２８年度
からの
繰 越
件 数

平 成
２９年度
不 服
申立て
件 数

裁 決 又 は 決 定

審理中 取下げ却 下 棄 却 一 部
認 容

認 容

２ １０ ０ ６ １ ０ ５ ０

注 不服申立てとは、公文書の公開請求に対する決定について、行政不服
審査法（平成２６年法律第６８号）及び同法による改正前の行政不服審査法
（昭和３７年法律第１６０号）に基づく不服申立てをいう。

� 不服申出

実績なし

�������
�公 告

個人情報の開示等の実施状況

平成２９年度の開示請求等に対する個人情報の開示等の実施状況の

概要を次のとおり公表する。

平成３０年６月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 個人情報取扱事務の登録件数

（単位：件）
実 施 機 関 年度末件数

総 務 部 ７７

企 画 振 興 部 ７４

知 県 民 環 境 部 １８８

保 健 福 祉 部 ５３１

経 済 労 働 部 ９６

農 林 水 産 部 ２０１

土 木 部 １３２

事 え ひ め 国 体 推 進 局 １

出 納 局 １０

小 計 １，３１０

議 会 １３

公 営 企 業 管 理 者 １５

教 育 委 員 会 １５０

選 挙 管 理 委 員 会 １７

人 事 委 員 会 ４

監 査 委 員 ５

公 安 委 員 会 ６

警 察 本 部 長 １６６

労 働 委 員 会 ４

収 用 委 員 会 １１

海 区 漁 業 調 整 委 員 会 ２

内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 １

公立大学法人愛媛県立医療技術大学 ２３

合 計 １，７２７

２ 個人情報の開示請求の状況

� 書面による開示請求

（単位：件）

実 施 機 関
請 求 の
件 数

処 理 の 状 況
取 下 げ

開 示 部分開示 非 開 示

知 事 １６ ２ ９ ５ ０

公営企業管理者 １１０ ５４ ５３ ３ ０

教 育 委 員 会 ７ ６ ０ １ ０

人 事 委 員 会 ２ １ １ ０ ０

警 察 本 部 長 ８４ ４ ６２ １６ ２
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雑 報

合 計 ２１９ ６７ １２５ ２５ ２

注 他の実施機関については、実績なし。

� 口頭による開示請求

（単位：件）
実 施 機 関 請求の件数

総 務 部 ２６

知 県 民 環 境 部 ３６

保 健 福 祉 部 ２７

事 経 済 労 働 部 １

小 計 ９０

教 育 委 員 会 ７，１２４

人 事 委 員 会 ２５５

警 察 本 部 長 ２３

公 営 企 業 管 理 局 １２

公立大学法人愛媛県立医療技術大学 ５４

合 計 ７，５５８

注１「口頭による開示請求」とは、実施機関があらかじめ
定めた個人情報について、口頭により開示請求できる
ものであり、請求があった場合は、原則開示するもの
である。

２ 他の実施機関については、実績なし。

３ 個人情報の訂正請求の状況

実績なし

４ 個人情報の利用停止請求の状況

実績なし

５ 不服申立ての状況

実績なし

�公示による通知
住所不明（ただし、戸籍附票の最後の住所 東京都北区十条仲原

三丁目九番一二号） �本 美佐子

住所不明（ただし、戸籍附票の最後の住所 大阪府大阪市福島区

大開三丁目１番４０号） 河野 清章

土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４６条第２項の規定に基づ

き上記の者に通知すべき事項を記載した次の書類は、当収用委員会

事務局（愛媛県土木部土木管理局用地課）において保管してあるの

で、出頭の上、その交付を受けてください。

なお、この書類を受領しないときは、土地収用法施行令（昭和２６

年政令第３４２号）第６条の２において準用する同政令第５条第５項

の規定により、平成３０年７月１２日を経過した時にその書類の送達が

あったものとみなされます。

平成３０年６月２２日

愛媛県収用委員会

会長 � 橋 直 人

平成３０年６月１３日付け２９媛収第２４－１０号審理の開催について

（審理開催の通知）

平成３０年６月２２日 発行
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